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都市圏が目指す２０５０年地域脱炭素の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水、森、大地とともに生きる、持続可能なくまもと脱炭素循環共生圏の実現 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●林業用ロボット ●農業用ロボット 

●バイオマス発電所 ●木質バイオマスボイラー 

●水力発電所 

●バッテリー小型旅客船 ●スマート農業 

●ゼロエミッション航空機 

●EV バス 

●水素燃料電池船 

●EV 充電ステーション 

水素やバイオ燃料を

動力源とし、CO2 を

排出しない航空機。 

伐採・搬出・測量など

の森林作業を自動化

し、安全性と効率を高

めるためのロボット。 

●雲雀 

農業従事者に代わって

高負荷の作業を代替

し、生産効率を高める

農業機械。 

ロボット技術や ICTを活

用して超省力・高品質生

産を実現する新たな農

業。 

ディーゼルエンジンを

使わず、船内バッテリー

だけで航行する小型の

旅客船。航行時に CO２を

排出しない。 

「燃料電池」で発電した

電気で運航する船舶。航

行時に CO2 を排出しな

い。 

電気モーター

を動力源とし

て走行するバ

ス。走行中に排

気ガスを排出

しない。 

木材を原料としたチッ

プやペレット、薪などを

燃料として利用し、温水

や蒸気を供給する設備。 

 

水が上から下に流れる勢

いを利用して発電機を動

かし、電気をつくる発電

所。 

熊本県の県鳥。 

熊本県各地の草原や耕地

などで見ることができ、

県民に親しまれている。 

生物資源（バイオマス）

を燃料にして電気をつ

くる発電所。 

●水素ステーション 

燃料電池自動

車（FCV）が燃料

として使用す

る水素を補給

するための施

設。 

電気自動車(EV)

やプラグイン

ハイブリッド

車 (PHV)のバッ

テリーを充電

するための施

設。 

【都市圏が目指す 2050年地域脱炭素の姿 解説】 



■ 都市圏の目指す将来像 

分野 各分野の目指す将来像 

仕事 

製造業 

・脱炭素経営1や ESG投資2が広

く普及し、環境や社会への配

慮といった持続可能性を軸

とした経営が当たり前とな

っています。 

 

 

 

・建物の屋根や壁面、カーポート型の太陽光発電が普及し、再エネ電力の自家消

費が進んでいます。 

 

・高効率設備（ヒートポンプ3等）への更新により、省エネが進んでいます。 

 

・AI 等を活用した生産管理により、

生産量の最適化が進んでいます。 

 

 

 

 

 

農林水 

産業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能

性を軸とした経営が当たり前となっています。 

 

・AI や ICT4、ロボット技術を活用したス

マート農業が普及し、生産性・品質が向

上するとともに、作業の省力化・高度化

が実現しています。 

 

 

 

・農林水産物の地産地消が当たり前となり、輸送に伴う環境負荷が低減されてい

ます。 

 

 

 
1【脱炭素経営】気候変動対策（≒脱炭素）の視点を織り込んだ企業経営のこと。光熱費や燃料費の削減などの収益改善

だけでなく、知名度の向上や資⾦調達の優遇など、ビジネスチャンスにつながる。 
2【ESG投資】「環境（Environment）」「社会（Social）」「ガバナンス（Governance）」に関する取組を行う会社を評価

し、投資すること。 

3【ヒートポンプ】電気を使用して空気や水等から熱エネルギーを集める技術で、主に空調（エアコン）や給湯（エコキ

ュート）等に利用されている。 

4【ICT（Information and Communication Technology）】コンピュータネットワークに関連する諸分野における技術・産

業・設備・サービスなどの総称。 



 

分野 各分野の目指す将来像 

仕事 

農林水 

産業 

・電気やバイオ燃料5、グリーン水素6

で動く農林業機械や漁船が普及

し、化石燃料の使用量が減少して

います。 

 

 

 

 

・木材利用の拡大や、再造林の推進等により森林資源の循環利用が進み、人工林

が若返り、森林による CO2吸収量が増大しています。 

建設業・ 

鉱業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能

性を軸とした経営が当たり前となっています。 

 

・燃費性能の優れた建設機械の普及や、バイオ

燃料への転換により化石燃料の使用量が減少

しています。 

サービス

業 

・脱炭素経営や ESG 投資が広く普及し、環境や社会への配慮といった持続可能

性を軸とした経営が当たり前となっています。 

 

・建築物の省エネ性能が ZEB7基準相当になる

とともに、再生可能エネルギーが更に普及

拡大することで、エネルギーコストの削減、

非常時の電源確保が進み、事業活動の継続

性が向上しています。 

 

 

 

・カーボン・オフセット8したガスや、グリーン水素が普及し、燃料の脱炭素化が

進んでいます。 

 
 

 
5【バイオ燃料】原料に植物や動物などの生物資源（バイオマス）が用いられた燃料のこと。 
6【グリーン水素】製造時・利用時ともに CO2を排出しない水素のこと。 
7【ZEB（Net Zero Energy Building）】快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支を

ゼロにすることを目指した建物のこと。エネルギー収支の状況に応じて、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready及び

ZEB Orientedの 4段階が定義されている。 
8【カーボン・オフセット】自らの活動に伴い排出する CO2などの温室効果ガスを認識・削減した上で、それでもなお発

生してしまう排出量を埋め合わせる取組のこと。 



 

分野 各分野の目指す将来像 

仕事 運輸 

・AIを活用した渋滞回避、自動運転技術や追

従運転を備えた自動車が普及し、人口減少

が進んだ社会においても物流が維持され

ています。 

 

 

 

・トラックは、電気や燃料電池で走行する次世代自動車9へ移行しています。 

 

・船舶については、水素・燃料アンモ

ニア等を燃料とする次世代船舶に

移行しています。 

 

 

 

 

暮らし 

家庭 

・住宅の省エネ性能が ZEH10基準相当となっており、安心で快適な住まいでの暮

らしが広がっています。 

 

・太陽光発電・蓄電池の普及により、電力の脱

炭素化が進んでいます。 

 

・高効率空調等、省エネ性能の高い家電製品の

普及が進んでいます。 

自動車 

・まちを走る車は、電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）等の次世代自動

車へ移行しています。 

 

・AIを活用した渋滞回避、自動運転技術

や追従運転を備えた自動車が普及し、

自動車を快適・安全に運転していま

す。 

 

 

 

 
9【次世代自動車】ガソリンなど化石燃料の使用をゼロまたは大幅に減らして環境負荷を和らげる自動車のことで、ハイ

ブリッド自動車（HV）、電気自動車（EV）、プラグイン・ハイブリッド自動車（PHV）、燃料電池自動車（FCV）、クリ

ーンディーゼル自動車（CDV）、天然ガス自動車（CNG）等を指す。 
10【ZEH（Net Zero Energy House）】外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入によ

り、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年

間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅。 



 

分野 各分野の目指す将来像 

暮らし 自動車 

・歩行者や自転車が安全に利用しやすい空間が構築され、自動車の利用が減って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通 

・公共交通の自動運転や環境に配慮した車両等の導入により、地域の実情にあっ

た交通ネットワークが構築され、誰もが安全・安心に移動できるまちづくりが

進んでいます。 

 

・公共交通の自動運転や MaaS11の導入によ

り利便性が向上し、自家用車から公共交通

利用への転換が進んでいます。 

 

 

 

 

自然 

・グリーンインフラ12を活用したまちづくりが進み、自然環境の保全、災害リス

クの低減が実現しています。 

 

 

 

 

 

・CO2 を吸収・固定する新しい選択肢の一つとしてブルーカーボン13の活用が進

んでいます。 

資源循環 

・3R の取組に加え、環境に配慮した製品の選択が日常的となり、資源の有効利

用や廃棄物発生の抑制等に貢献しています。 

 

・量り売りや簡易包装等、プラスチックの利用を控えたライフスタイルが浸透し

ています。 

 

 

 

 

 
11【MaaS（Mobility as a Service）】複数の公共交通機関や移動サービスを統合し、ユーザーが一つのプラットフォー

ムで検索、予約、決済を行えるサービス。 
12【グリーンインフラ】自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方。 
13【ブルーカーボン】沿岸・海洋生態系が光合成により CO₂を取り込み、その後海底や深海に蓄積される炭素のこと。 



 

分野 各分野の目指す将来像 

資源循環 

・バイオプラスチックが普及し、ライフ

サイクル全体における温室効果ガス

排出の抑制や、廃棄物問題の改善に

寄与しています。 

 

 

 

 

 

 

・生ごみの堆肥化が更に普及し、有機肥料として使用されています。 

 

・ごみ焼却の際に発生するガスから CO2のみを分離・回収し、燃料製造や原料製

造にかかる資源として再利用する自治体や事業者が増えています。 
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はじめに 脱炭素社会の実現に向けて 

１ 計画策定の背景・目的 

（１） 計画策定の背景 

近年、地球温暖化とそれに伴う気候変動の影響が世界各地で顕在化しており、国内においても

猛暑、集中豪雨、台風の激甚化など、私たちの生活や地域社会に深刻な影響を及ぼしています。

特に、夏の猛暑による影響は深刻で、毎年のように熱中症による救急搬送者数が増加しています。

高齢者やこどもを中心に、屋内外を問わず命に関わる事例も多発しています。最近では、令和２

年（2020年）７月に、熊本県を中心に九州地方や中部地方など日本各地で集中豪雨が発生し、全

国で 80 人以上の死者、行方不明者を出す大規模災害となりました。また、令和７年（2025 年）

８月にも集中豪雨により、県内において浸水被害、土砂崩れ等が発生し、死傷者を出すこととな

りました。こうした過去に類を見ないような異常気象による災害は、いまや毎年のように起こっ

ています。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が令和３年（2021年）８月に公表した第６次評価報告

書では、地球温暖化は人間の影響が原因であることに疑いの余地はなく、世界の平均気温は工業

化以前に比べ既に 1.1℃上昇しており、短期のうちに 1.5℃に到達する見込みであると示していま

す。また、世界気象機関（WMO）は、2024年が観測史上最も暑い年となり、世界の平均気温が

工業化前と比べて約 1.55℃上昇と、単年ではあるが初めて 1.5℃を超えたことを発表しました

（WMO『State of the Global Climate 2024』、2025年 3月 19日公表）。 

これらの影響に対処していくためには、私たちが住む地域から、地球温暖化の原因とされる人

為起源の温室効果ガスの排出を削減していくこと（緩和）と、避けられない気候変動の影響に対

して被害の防止・軽減を図ること（適応）の両方を進めていく必要があります。 

そこで、熊本連携中枢都市圏では、令和２年（2020年）１月に、18市町村（当時）共同で「2050

年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すことを宣言し、令和３年（2021年）３月には連携中枢都

市圏としては全国初となる「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を共同策定し、地球

温暖化対策へ積極的に取り組むこととしています。 

 

   

はじめに 脱炭素社会の実現に向けて 

 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス／ 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/） 
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（２） 計画策定の目的 

本計画は、熊本連携中枢都市圏にある恵まれた自然環境を守り、未来へと引き継ぎながら、都

市圏の自然資源及び人的・知的資源等を活用・循環させた脱炭素の取組により、持続可能で豊か

な都市圏を実現することを目的とします。 

この目的の実現に向け、本計画では「温室効果ガス削減目標の達成」「環境と共生した脱炭素社

会の実現」「未来につなげるための一人ひとりの意識改革」を計画の目指す姿に設定し、p.3に定

義する 23 市町村の住民、事業者、行政が一体となって、温室効果ガスの排出削減に取り組みま

す。 

 

 

（３） 都市圏共同策定による効果 

経済活動や地球温暖化対策の取組は、一つの市町村内だけで完結するものではなく、周辺自治

体との相互依存の中で成り立っているため、広域的な視点での連携が不可欠です。 

地球温暖化対策の取組は、社会的・経済的な結びつきが強い都市圏全体で一体となって取り組

むことで、以下の３つの効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
    

   

   

   

   

   

 特定の自治体の施策によ

り効果が得られた場合、

そのノウハウを他自治体

と共有することにより同

様の効果が得られる。 

 各自治体の「強み」と「弱

み」を補い合うことによ

り、個々では実現が難しい

施策を可能にする。 

 圏域全体で進捗を管理

し、他自治体の活動状況

を把握することにより、

単独では得られない成果

を実現可能にする。 
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２ 計画の基本的事項 

（１） 計画の期間 

本計画の期間は、令和 8年度（2026年度）～令和 17年度（2035年度）とし、令和 12年度（2030

年度）及びその他必要に応じて、計画内容を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 旧計画からの主な変更点 

本計画では、緩和策に関する施策体系を再整理するとともに、「地球温暖化対策の推進に関す

る法律」（以下「温対法」という。）の改正を踏まえ、基本方針ごとの施策目標及び再生可能エネ

ルギーの導入を促進する区域等を設定しました。 

また、国の温室効果ガス排出削減目標を踏まえ、令和 12年度（2030年度）の目標を見直すと

ともに、新たに令和 17年度（2035年度）、令和 22年度（2040年度）の目標を設定しました。 

さらに、「気候変動適応法」第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけ、都市

圏が取り組む「適応策」を設定しました。 

 

（３） 計画の対象範囲 

本計画は、熊本連携中枢都市圏を構成する 24 市町村のうち独自計画を有する荒尾市を除く以

下 23市町村の行政区域を対象範囲とします（令和 8年（2026年）3月末時点）。 

熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、 

南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、 

益城町、甲佐町、山都町 

 

※荒尾市は独自の地方公共団体実行

計画（区域施策編）を策定済。荒尾

市は都市圏の構成市として、本計画

と連携した取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計 画 期 間 

2026 年度 2035 年度 
2050 年度 

（長期目標） 

2013 年度 

（基準） 

2030 年度 

（中間見直し） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
    

   

   

   

   

   

荒尾市 
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コラム 熊本連携中枢都市圏の変遷 

 

平成 28年（2016年） 

3月 30日 

 熊本市と近隣の１６市町村が連携協約を締結し、 

熊本連携中枢都市圏を形成 

 

※「連携中枢都市圏構想」とは、地域を活性化し経済を持続可能なもの

とし、住民が安心して快適な暮らしを営んでいけるようにするため、相

当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し、コ

ンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次都市機

能の集積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」等を行うことによ

り、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある

社会経済を維持するための拠点を形成する政策です。 

 

 

 

 

 

 

 

   

平成 31年（2019年） 

3月 28日 

 熊本市と菊池市が連携協約を締結 

   

令和 2年（2020年） 

1月 28日 

 熊本連携中枢都市圏として 

「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すことを宣言 

   

令和 3年（2021年） 

3月 29日 

 連携中枢都市圏としては全国初となる 

「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」を共同策定 

   

令和 4年（2022年） 

3月 28日 

 熊本市と山鹿市が連携協約を締結 

   

令和 5年（2023年） 

10月 24日 

 熊本市と玉名市が連携協約を締結 

   

令和 7年（2025年） 

3月 27日 

 

 

 

 

 熊本市と荒尾市、南関町、長洲町及び和水町が連携協約を締結 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

熊本市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、

大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、山都町 

 

構成市町村（17市町村） 

 

熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、

阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、

大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、

益城町、甲佐町、山都町 

構成市町村（24市町村） 
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（４） 計画の位置づけ 

本計画は、温対法第 21条第３項に基づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」及び「気候

変動適応法」第 12条に基づく「地域気候変動適応計画」として位置づけます。 

施策の推進にあたっては、都市圏を構成する各市町村の総合計画、都市計画等の個別分野計画

との連携・調整を図り、施策効果の最大化を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▷ 地方公共団体実行計画（区域施策編）：その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガ

スの排出抑制等を行うための施策に関する計画であり、都道府県、政令指定都市、中核

市、施行時特例市に策定義務がある。 

▷ 地方公共団体実行計画（事務事業編）：地方公共団体自らが事務・事業に伴い発生する温

室効果ガスの排出削減等を行うため、計画期間に達成すべき目標と目標達成のために実

施する措置の内容を定める計画であり、全ての都道府県及び市町村・特別区並びに一部

事務組合及び広域連合に策定義務がある。 

▷ 気候変動適応計画：その区域の自然的社会的条件等に応じて気候変動適応に関する施策

の推進を図るための計画であり、都道府県、市町村に策定の努力義務がある。 



 

6 

（５） 計画の対象とする温室効果ガス 

本計画の対象とする温室効果ガスは温対法に定める７種類のガスとします。 

 

■ 本計画の対象とする温室効果ガス：温対法に定める７種類のガス 

温室効果ガスの種類 主な排出活動 
地球温暖化 

係数14 

二酸化炭素

（CO2） 

エネルギー起源 

CO2 

▷ 家庭や工場、事務所等での化石燃料や

電気の使用 

▷ 自動車での化石燃料の使用 など 1 

非エネルギー起源 

CO2 

▷ プラスチックの焼却 

▷ 工業製品の製造及び原料の使用 など 

メタン（CH4） 

▷ 化学製品の製造 

▷ 炉における化石燃料の燃焼 

▷ 自動車での化石燃料の使用 

▷ 耕作 

▷ 家畜の飼養及び排せつ物管理 

▷ 排水処理 など 

28 

一酸化二窒素（N2O） 265 

ハイドロフルオロカーボン類

（HFCs） 

▷ 工業製品の製造 

▷ エアコンや冷蔵庫の使用 

▷ 溶剤としての使用 など 

4～ 

12,400 

パーフルオロカーボン類

（PFCs） 

▷ 半導体素子等の製造 

▷ 溶剤としての使用 など 

6,630～

11,100 

六フッ化硫黄（SF6） 

▷ 工業製品の製造 

▷ 変電設備に封入されている電気絶縁ガ

ス など 

23,500 

三フッ化窒素（NF3） ▷ 半導体の製造 など 16,100 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
14【地球温暖化係数（GWP：Global Warming Potential）】二酸化炭素を基準にして、温室効果ガスそれぞれの温室効

果の程度を示す値のこと。 
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第１章 地球温暖化に関する国内外の動向 

１-１ 地球温暖化の現状  

（１） 地球温暖化の概要 

① 地球温暖化の仕組み 

私たちの住む地球には、水蒸気、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）等

の「温室効果ガス」が自然に存在しています。これらのガスは、地表面から放射される太陽によ

って暖められた熱を吸収し、大気を暖める働きがあります。そのおかげで世界の地表面の平均気

温は、約 14℃に保たれています。もし、温室効果ガスが全く存在しなければ、地表面から放射さ

れた熱はそのまま宇宙に放出され、地球の地表面の平均気温は約-19℃になるといわれています。

このように、温室効果ガスは生物が生きるために不可欠なものです。 

人為的に発生する温室効果ガスには、CO2、CH4、N2O、フロン等があります。私たちの活動に

よって、多くの温室効果ガスが排出されたことにより、「地球温暖化」が引き起こされていると考

えられています。地球温暖化への影響が最も大きい CO2の大気中濃度は、産業革命以降に増えて

おり、現在の平均濃度は 420ppm15を超え、産業革命以前の 280ppmから５割も増加しています。

世界の平均気温が産業革命以前の水準から 2℃上昇すると、食料不足や熱中症患者の増加など、

地球温暖化による気候変動の影響は更に深刻化すると考えられています。平均気温の上昇を２℃

未満に抑えるためには、CO2の大気中濃度を 430～450ppm に留める必要がありますが、このま

までは数十年内に 450ppmを超えてしまう可能性があります。 

 

 

  

 
15【ppm（parts per million）】大気中の分子 100万個にある対象物質の個数を表す単位。 

■ 地球温暖化の仕組み 

出典：環境省「デコ活 ウェブサイト」 

（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/ondanka/） 

 

第１章 地球温暖化に関する国内外の動向 

■ 二酸化炭素の世界平均濃度の経年変化 

出典：気象庁「大気中二酸化炭素濃度の経年変化」 

（ https://www.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/ghgp/co2_tren

d.html） 

 

青色は月平均濃度。赤色は季節変動を除去した濃度。 
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② 地球温暖化の現状 

近年、世界各地で異常高温や大雨など、極端な気象・気候現象の発生が相次いでいます。 

熊本県内においても、世界や国内と同様に気温は上昇傾向を示しており、猛暑日（最高気温が

35℃以上の日）が 10年当たり約２日増加、熱帯夜（夜間の最低気温が 25℃以上のことを指しま

すが、ここでは日最低気温 25℃以上の日数を熱帯夜日数として扱います。）が 10年当たり約４日

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福岡管区気象台 WEBページ（https://www.data.jma.go.jp/fukuoka/kaiyo/chikyu/report/observation.html） 

 

 

 

 

③ 地球温暖化に伴う気候変動の影響 

温室効果ガスが過度に増えることで、地球の気温上昇だけではなく、降水と乾燥の極端化、海

水温・海面水位の上昇、生物への影響、経済・社会システムへの影響等、私たちの生活に深刻な

影響が生じていると考えられています。地球温暖化の進行に伴い、豪雨災害や猛暑のリスクは更

に高まると予測されています。 

 

  

不知火の果皮障害（こはん症） 

出典：農業・食品産業技術総合研究機構カンキツ研究拠点、 

熊本県農業研究センター果樹研究所 

「温暖化による温州ミカンの着花性と「不知火」 

こはん症発生の影響と対策技術（2020年 3 月）」 

令和５年梅雨前線豪雨等（山都町） 

出典：熊本県「令和５年梅雨前線豪雨等に伴う

道路被害への対応状況について」 

棒グラフ（緑）：各年の値 

直線（赤）：長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向） 

熊本 日最高気温 35℃以上の年間日数（猛暑日）

1927-2023 年 

熊本 年間熱帯夜日数 

1927-2023 年 
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１-２ 地球温暖化に関する国内外の動向 

（１） 地球温暖化対策に関する世界の主な動向 

平成 27年（2015年） パリ協定の採択・発効 

平成 27年（2015年）にフランスのパリで開催された第 21回締約国会議（COP21）では、途上

国を含む全ての国・地域の合意のもと「パリ協定」が採択され、令和２年（2020年）以降の地球

温暖化対策に関する新たな国際的枠組みが構築されました。 

協定では、産業革命前からの気温上昇を 2℃未満に抑えるとともに 1.5℃未満に収まるように努

力することや、できるだけ早い時期に温室効果ガスの排出量増加を止め、今世紀後半には実質ゼ

ロにすること、全ての国が削減目標を策定し 5年ごとに見直すことなどが定められました。 

 

平成 30年（2018年） 「IPCC 1.5℃特別報告書」の公表 

気候変動に関する世界中の科学者が参加する国連の組織「気候変動に関する政府間パネル

（IPCC）」は、平成 30 年（2018 年）に「IPCC1.5℃特別報告書」を公表しました。この報告書で

は、工業化以降、人間活動は世界の平均気温に約 1℃の地球温暖化をもたらしたと推定しており、

このまま温暖化が進めば、令和 12年（2030年）から令和 34年（2052年）に気温上昇が 1.5℃に

達する可能性が高いと報告されています。また、気温が 2℃上昇すると、1.5℃上昇した場合と比

べて、洪水や豪雨などのリスクが高まり、気象災害、生態系など様々な分野で悪影響が増大する

とされており、1.5℃に抑えるには令和 32年（2050年）前後までに CO2の排出量を実質ゼロにす

る必要があるとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス／ 

全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト（https://www.jccca.org/）

より 
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令和 5年（2023年） COP28の開催 

令和５年（2023 年）にアラブ首長国連邦（UAE）・ドバイで開催され、パリ協定の目標達成に

向けた世界全体の進捗を評価するグローバル・ストックテイク（GST）に関する決定や、ロス＆

ダメージ（気候変動の悪影響に伴う損失と損害）に対応するための基金を含む、新たな資金措置

の制度の大枠に関する決定等について採択が行われました。 

気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、緊急な行動が必要であること、また世界全体の温室効果

ガスの排出量を令和 12年（2030年）までに 43％、令和 17年（2035年）までに 60％削減する必

要があることが改めて認識されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年限付きのカーボンニュートラルを表明した国・地域（2022 年 10 月時点） 

出典：経済産業省「エネルギー白書 2023」 
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（２） 地球温暖化対策に関する国の主な動向 

平成 28（2016年） 地球温暖化対策計画 

パリ協定や、令和 12年度（2030年度）の温室効果ガス削減目標を平成 25年度（2013年度）

比で 26％減とする「日本の約束草案」を踏まえ、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進する

ための計画である「地球温暖化対策計画」が平成 28年（2016年）5月に閣議決定されました。 

 

令和 2年（2020年） 2050年カーボンニュートラル宣言 

令和２年（2020年）10月 26日に菅首相（当時）が国会における所信表明で、「2050年までに、

温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち 2050年カーボンニュートラル16、脱炭素

社会の実現を目指す」と宣言しました。 

この宣言では、「成長戦略の柱に経済と環境の好循環を掲げ、グリーン社会の実現に最大限注

力する」ことや、「温暖化への対応は経済成長の制約ではなく、積極的に温暖化対策を行うこと

が、産業構造や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につながるという発想の転換が必要であ

る」ことも明言されており、今後は地球温暖化対策という環境対策と経済対策の相乗効果による

「グリーン社会の実現」が日本の基本方針として示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

カーボンニュートラルへの転換イメージ17 

出典：経済産業省「2050 年カーボンニュートラルの実現に向けた検討（令和２年 11月 17 日）」に一部加筆 

  

 
16【カーボンニュートラル】2050年カーボンニュートラル宣言以降、国において「カーボンニュートラル」の用語を用

いる例が多数である。また、国際的な文脈では、「ネット・ゼロ」と表現することが一般的である。熊本連携中枢都市

圏では「温室効果ガス排出実質ゼロ」という用語を用いているが、これらの基本的な意味は同じという認識の下、「温

室効果ガス排出実質ゼロ」との用語を用いている。 
17【非化石電源】天然ガスや石炭、石油などの化石燃料を使わずに電気を作る発電方法のことで、太陽光・風力・水

力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギーと、原子力発電を指す。 

17 ※「17」は注釈番号 
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令和 3年（2021年） 地域脱炭素ロードマップ、地球温暖化対策計画、 

気候変動適応計画 

日本は、令和 3年（2021年）4月に開催された米国

主催気候サミットにおいて、令和 12 年度（2030 年

度）までに温室効果ガス 46％削減（平成 25年度（2013

年度）比）を目指すこと、更に 50％の高みに向けて

挑戦を続けることを表明しました。 

これを受け、令和 3年（2021年）6月に「地域脱炭

素ロードマップ～地方からはじまる、次の時代への移

行戦略～」が策定されました。ロードマップには、地

域課題を解決し、地域の魅力と質を向上させる地方創

生に資する脱炭素に国全体で取り組み、更に世界へと

広げるために、特に令和 12年（2030年）までに集中

して行う取組・施策を中心に、地域の成長戦略ともな

る地域脱炭素の行程と具体策が示されました。このなかで、脱炭素に向けた先行的な取組を実施

する「脱炭素先行地域づくり」が示され、令和 12年（2030年）までに少なくとも 100か所の地

域で脱炭素モデルを構築し、全国に展開することを目指すとしています。 

新たな削減目標や「2050年カーボンニュートラル宣言」を踏まえ、令和 3年（2021年）10月

に「地球温暖化対策計画」が改定されました。改定計画では、新たな削減目標達成に向けた取組

が示されています。また、都道府県及び市町村には、相互に連携し、2050年カーボンニュートラ

ルの実現に向けて、地域資源である再生可能エネルギーを活用した地域の脱炭素化を推進するこ

とが求められました。 

また、気候変動適応に関する施策の総合的かつ計画的な推進を目的とした気候変動適応計画が

令和 3 年（2021 年）10 月に改定されました。気候変動適応計画では、地球温暖化に伴う気候変

動の影響による被害を防止・軽減するため、各主体の果たすべき役割や「あらゆる関連施策に気

候変動適応を組み込む」等の 7つの基本戦略を示すとともに、分野ごとの適応に関する取組が網

羅的に示されています。 
 

 
地域脱炭素ロードマップ 対策・施策の全体像 

出典：環境省「脱炭素地域づくり支援サイト」（https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/）  

国・地方脱炭素実現会議（令和３年６月９日） 

出典：首相官邸ホームページ 

（https://www.kantei.go.jp/） 
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令和 7年（2025年） 地球温暖化対策計画 

日本は、令和 7年（2025年）2月に、令和 17年度（2035年度）及び令和 22年度（2040年度）

の削減目標達成に向けた新たな地球温暖化対策計画を閣議決定し、パリ協定に基づく次期 NDC

（国別削減目標）を国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。この中で日本は、温室効果ガ

スの排出量を、平成 25年度（2013年度）比で令和 17年度（2035年度）までに 60％削減し、さ

らに令和 22年度（2040年度）までに 73％削減することを目指すとしています。 

 

■ 地球温暖化対策に関する国の主な動向 

年次 主な出来事 

平成 27（2015） 

2030年度における電源構成比（エネルギーミックス）の政府案公表 

原発は 20~22％、再生可能エネルギーは 22～24％を決定 

「日本の約束草案」として 2013 年比で 2030 年の排出量を 26％削減する目標を決定
し、国連気候変動枠組条約事務局に提出 

「気候変動の影響への適応計画」の閣議決定 

平成 28（2016） 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部改正 

（普及啓発の強化、地方公共団体実行計画の策定） 

「気候変動適応プラットフォーム（A-PLAT）」の開設 

平成 29（2017） 「長期低炭素ビジョン」の取りまとめ（中央環境審議会地球環境部会） 

平成 30（2018） 

「第５次環境基本計画」の閣議決定 

「第５次エネルギー基本計画」の閣議決定 

「気候変動適応法」の成立 

令和元（2019） 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の閣議決定 

令和 2（2020） 「2050年カーボンニュートラル宣言」 

令和 3（2021） 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部改正 

（2050 年カーボンニュートラル宣言を踏まえた基本理念の新設、施策の実施に関す
る目標、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項等の設定） 

2030年度の温室効果ガス削減目標を 2013年度比 46%削減することを新たに宣言 

「地域脱炭素ロードマップ」の策定 

「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」の策定 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 

「気候変動適応計画」の閣議決定 

「第６次エネルギー基本計画」の閣議決定 

令和 4（2022） 「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」スタート 

令和 5（2023） 
「GX実現に向けた基本方針」の閣議決定 

「G7札幌気候・エネルギー・環境大臣会合」の開催 

令和 6（2024） 

「第６次環境基本計画」の閣議決定 

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部改正 

（地域共生型再エネの導入促進に向けた地域脱炭素化促進事業制度の拡充等） 

令和 7（2025） 

「地球温暖化対策計画」の閣議決定 

「第 7次エネルギー基本計画」の閣議決定 

「GX2040ビジョン」の閣議決定 
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コラム 地球温暖化対策計画等の概要 

◆ 地球温暖化対策計画 

地球温暖化対策計画は、温対法に基づく政府の総合計画で、温室効果ガスの排出抑制及び

吸収の量に関する目標、目標達成のための国・地方公共団体・事業者・国民の基本的役割等に

ついて記載されています。 

令和７年（2025年）２月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」では、温室効果ガス排出

量の削減目標として、令和 17年度（2035年度）、令和 22年度（2040年度）において、平成

25年度（2013年度）からそれぞれ 60％、73％削減することが示されました。2050年カーボ

ンニュートラル（ネット・ゼロ）の実現に向けた直線的な経路を弛まず着実に歩んでいくこと

を示しています。 

この新たな削減目標の達成に向け「エネルギー基本計画」及び「GX2040ビジョン」と一体

的に、対策・施策を実施し、脱炭素と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進して

いくこととしています。 

 

◆ 第７次エネルギー基本計画 

エネルギー基本計画は、日本のエネルギー政策の基本的な方向性を示すもので、少なくと

も３年ごとに見直されます。 

「第７次エネルギー基本計画」では、再生可能エネルギーの最大限の導入とバランスのと

れた電源構成を目指すことが示されました。2040年度までに、日本のエネルギー自給率を３

～４割程度まで引き上げるとともに、再生可能エネルギーの電源構成比率を４～５割程度に

まで高める方針が打ち出されました。 

 

◆ GX2040ビジョン 

2040年に向けて「脱炭素」と「経済成長」の両立を目指すグリーントランスフォーメーシ

ョン（GX）に関する日本の国家戦略です。 

エネルギーの安定供給と温室効果ガスの大幅削減を同時に実現するため、再生可能エネル

ギー等を活用した産業立地の強化、CO2排出量取引制度の導入、脱炭素技術への投資促進など

が柱となっています。また、アジアを中心とし世界の脱炭素化にも貢献することが盛り込ま

れています。 
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（３） 熊本県の主な動き 

令和元年（2019年） 「2050年熊本県内 CO2排出実質ゼロ」宣言 

熊本県は、令和元年（2019年）12月、国に先駆けて「2050年県内 CO2 排出実質ゼロ（ゼロカ

ーボン）」を目指すことを宣言し、「第六次熊本県環境基本計画（令和 3年（2021年）7月策定）」

において、令和 12年度（2030年度）に向けた新たな温室効果ガス削減目標を定め、4つの戦略

のもと取組を進めてきました。 

 

 

 

 

 
 

出典：熊本県「第六次熊本県環境基本計画（令和 3 年（2021 年）7 月策定）」を引用 

 

 

令和 5年（2023年） 熊本県及び益城町 「第４回脱炭素先行地域」に選定 

熊本県及び益城町は、環境省の「第 4回脱炭素先行地域」において、阿蘇くまもと空港周辺の

産業団地を対象とした、製造業及び農林水産業事業者の脱炭素化に向けた取組を提案し、選定さ

れました。 

 

 

（４） 都市圏の主な動き 

令和 2年（2020年） 「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」宣言 

都市圏では、都市圏を構成する市町村共同で「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を目指すこ

とを宣言しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年（2021年） 「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」策定 

都市圏としては全国初となる 2050 年温室効果ガス排出実質ゼロを目指す「熊本連携中枢都市

圏地球温暖化対策実行計画」を策定しました。 

 

【戦略１】 省エネルギーの推進 

【戦略２】 エネルギーシフト 

【戦略３】 電気の CO2ゼロ化 

【戦略４】 その他の CO2の実質ゼロ化（CO2吸収・固定等） 

■ ゼロカーボンの行動変容に向けた４つの戦略 

熊本連携中枢都市圏による「2050 年温室効果ガス排出実質ゼロ」宣言 

出典：熊本市 



 

16 

令和 6年（2024年） 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」の 

採択 

都市圏を構成する市町村の事業を取りまとめて応募した熊本市の事

業が環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化

事業）」に採択されました。 

都市圏の市町村有施設における電力の脱炭素と災害に強い地域づく

りを推進するため、太陽光発電設備や蓄電池の導入、公共施設の ZEB

化、公用車の EV化等の取組を進めています。 

 

 

 

令和 6年（2024年） 「バス・電車無料の日」の実施 

熊本市では、公共交通を利用する“きっかけ”をつくることを目

的として、令和 4年度（2022年度）より「バス・電車無料の日」を

実施しています。この取組は、熊本市を一部でも通過するバスや電

車を対象に、特定の日に運賃を無料とするものです。 

実施を重ねるごとに、利用者数は増加傾向にあり、加えて、地域

経済への波及効果や、CO２排出量の削減などの効果も確認されてい

ます。 

令和 6年度（2024年度）は、対象エリアを都市圏へと拡大し、よ

り広域での公共交通利用促進を目指して「バス・電車無料の日」の

取組を実施しました（一部対象外路線あり）。 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年 12月 21 日実施チラシ 

出典：熊本市 
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第２章 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の振り返り 

２-１ 旧計画における温室効果ガスの排出状況 

18 市町村を対象とした旧計画における平成 25年度（2013 年度）から令和 2 年度（2020年度）

にかけての排出量の推移は下図のとおりです。 

旧計画では、都市圏から排出される温室効果ガスを令和７年度（2025年度）までに平成 25年度

（2013年度）比で 33%以上削減することとしていました。 

令和 2年度（2020年度）の排出量（650万 t-CO2）は、平成 25年度（2013年度）の温室効果ガ

ス排出量 997万 t-CO2に対し、34.8%減となっており、令和７年度（2025年度）の削減目標を上回

っています。 

なお、本計画では、23市町村の排出量を推計するにあたり、環境省「地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）Ver.2.2」（令和 7年 6月）」等に基づき、推計方法

等を見直しています。 

 

■ 旧計画（１８市町村）における温室効果ガス排出状況 

 
※統計データの公表時期の関係により、数年遅れて算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の振り返り 

 

短期目標（令和 ７年度（2025年度））：平成 25年度（2013年度）比 33%以上削減 

中期目標（令和 12年度（2030年度））：平成 25年度（2013年度）比 40%以上削減 

長期目標（令和 32年度（2050年度））：排出量実質ゼロを目指す 

旧計画における温室効果ガス削減目標 
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コラム 本計画における温室効果ガス排出量の見直し 

旧計画策定後、「温対法」の改正や、環境省「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実

施マニュアル」の改定により、推計に用いる係数や、推計方法が見直されています。 

このため、本計画では 23市町村の排出量を推計するにあたり、温対法や最新のマニュアルに

基づき推計方法を見直しており、旧計画における推計結果と異なっています。本計画では、見

直しを行った推計値を用いて削減目標を設定するとともに、進捗管理を行います。 

【主な見直し内容】 

・電気の排出係数を従来の「基礎排出係数（現：未調整排出係数）」から「調整後排出係数」

に変更 

・産業部門（製造業）及び業務その他部門の推計方法 

コラム 電気の排出係数とは 

電力会社が 1 kWh当たりの電気を作るために、どのくらいの CO2を排出しているかを表した

ものが排出係数です。排出係数が低いほど、環境負荷の少ないエネルギーであると判断できま

す。排出係数は毎年更新されており、最新の排出係数のデータは、環境省「算定方法・排出係

数一覧」で確認できます。本計画では、「調整後排出係数」を用いて温室効果ガス排出量を推

計しています。 

○ 未調整排出係数 

電気の供給量が排出量に与える影響だけを反映し、環境価値の取引による調整が反映さ

れていない、電気事業者が供給した電気全体の平均的な係数。 

○ 基礎排出係数 

未調整排出係数に非化石証書、グリーン電力証書及び再エネ電力由来の J-クレジットの

取引を反映した係数。 

○ 調整後排出係数 

未調整排出係数に非化石証書、グリーン電力証書及び再エネ電力由来の J-クレジットの

取引に加え、再エネ電力以外の J-クレジット及び JCMクレジットも反映した係数。 
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２-２ 旧計画におけるこれまでの取組・今後の課題 

旧計画では、各基本方針の施策についてアクションプランを定め、計画開始年度から毎年度、取

組状況を検証してきました。本項では、その検証結果を踏まえ、旧計画の各基本方針における取組

の実績を踏まえた今後の課題を記載しています。 

 

〈基本方針１〉都市圏の特性を活かした再生可能エネルギーの利用促進と災害への対応 

対策① 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進 

対策② 災害対策にも有効なエネルギーシステムの構築 

 

これまでの取組 
 

対策① 地域資源を活用した再生可能エネルギーの導入推進 

➢ 太陽光発電及び蓄電池の導入支援 

➢ 公共施設への太陽光発電導入 

➢ 木質バイオマスストーブの購入支援等 

対策② 災害対策にも有効なエネルギーシステムの構築 

➢ 再エネ電気の地産地消（廃棄物発電及び水道施設の未利用空間を活用した太陽光発電） 

➢ ごみ焼却により発電した電気の活用 

➢ 大型蓄電池導入によるレジリエンス強化等 

 

今後の課題 
 

一部地域では、大規模な太陽光発電設備等の設置において、地域における合意形成が不十分な

事例や自然環境・生活環境への配慮が不足する事例が発生しています。これらの課題に対応する

ためには、都市圏の自然環境等との調和を念頭に再生可能エネルギーの導入を進める必要があり

ます。 

一方で、脱炭素経営の普及に伴い、再生可能エネルギーの利用を希望する事業者の需要が今後

更に高まることが予想されます。都市圏における再生可能エネルギーの供給体制を強化しなけれ

ば、企業誘致や地域経済の活性化の機会を逃す可能性があります。 

このため、設置可能な建築物及び未利用地への太陽光発電の導入拡大や、ペロブスカイト太陽

電池の導入検討、オフサイト PPA、余剰電力の地域内売電等により、地域特性を生かした再生可

能エネルギーの供給体制の強化を図るとともに、地域内での更なる循環利用の促進等を図る必要

があります。 
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■ 旧計画の基本方針１に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 太陽光発電・蓄電池導入に係る助成制度に

より、自家消費型の太陽光発電導入を促進 

 

▷ 木質バイオマスストーブ購入に係る助成制

度により、木質バイオマスの利用を促進 

 

▷ 廃棄物発電及び未利用地を活用した太陽光

発電を公共施設へ供給し、再生可能エネル

ギーの地産地消を促進 
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■ 都市圏（18市町村）における再エネ導入推移（左図）・2023年度時点の導入割合（右図）  
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〈基本方針２〉都市圏の各主体による省エネルギーの推進とエネルギーの効率的な利用 

対策① 住宅における省エネルギーの推進  

対策② 事業活動における省エネルギーの推進  

対策③ 行政における省エネルギーの推進 

 

これまでの取組 
 

対策① 住宅における省エネルギーの推進 

対策② 事業活動における省エネルギーの推進 

➢ 住宅及び事業所を対象とした省エネルギー機器等の導入支援 

➢ 省エネ建築物認定制度の運用等 

対策③ 行政における省エネルギーの推進 

➢ 公共施設の省エネ改修・ZEB化 

➢ 地方公共団体実行計画（事務事業編）の策定・運用等 

 

今後の課題 
 

一部の市町村では、企業進出や人口増加等の影響によりエネルギー消費量が増加に転じており、

経済活動の活性化と両立させながら、エネルギー消費量の削減や電化・非化石燃料への転換を図

る必要があります。 

今後も引き続き、住民及び事業者の省エネ意識の拡大を図るとともに、日常生活や事業活動に

おける省エネ機器・設備の普及や、建築物の省エネ化、電化・非化石燃料への転換、省エネに繋

がる AI 及び ICT 技術の普及等により、省エネルギー及び効率的なエネルギー利用を促進する必

要があります。 
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■ 旧計画の基本方針２に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 省エネ設備機器の導入に係る助成制度によ

り、高効率の照明及び空調等の導入を促進 

 

▷ 省エネ改修（ZEB化）により、公共施設のエ

ネルギー消費量を削減 
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■ 都市圏（18市町村）におけるエネルギー消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 都市圏（18市町村）における省エネ対策の実施状況（住民アンケート結果） 

：すでに実施している住民の割合 
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〈基本方針３〉都市圏における脱炭素社会に向けた都市機能と資源循環社会の構築 

対策① 脱炭素型交通モビリティ社会の実現  

対策② 都市緑化の普及促進  

対策③ 廃棄物の適正処理と資源循環  

対策④ 下水道施設における資源循環 

 

これまでの取組 
 

対策① 脱炭素型交通モビリティ社会の実現 

➢ 住民及び事業者を対象とした EV・PHVの導入に係る助成 

➢ 公用車の EV等への更新 

➢ 自転車通行空間の整備等 

対策② 都市緑化の普及促進 

➢ 公共地の緑化 

➢ 屋上・壁面緑化の支援等 

対策③ 廃棄物の適正処理と資源循環 

➢ 生ごみ堆肥化容器等の購入に係る助成 

➢ プラスチック製容器包装の分別収集・リサイクル等 

対策④ 下水道施設における資源循環 

➢ 下水汚泥の建設資材化・コンポスト化等 

 

今後の課題 
 

都市圏の住民を対象としたアンケート調査（令和 6 年度（2024 年度）実施）によると、20～

60 歳代の住民のうち次世代自動車（EV、PHV、FCV）へ乗り換えている割合は 9%、今後乗り換

えたいと考えている割合は 41%となっており、二人に一人は次世代自動車に関心を持っていると

考えられます。自動車の走行に伴う化石燃料の消費は、温室効果ガスの主要な排出源となってい

ます。自動車から排出される温室効果ガスを削減するためには、公共交通機関等への転換により

自動車利用を削減するとともに、次世代自動車の普及啓発及び導入支援等により、次世代自動車

の導入を更に促進する必要があります。 

また、都市圏で発生する慢性的な交通渋滞は、化石燃料の消費を増加させる要因となっており、

渋滞解消に向けた取組を進める必要があります。 

資源循環の分野においては、都市圏全体のプラスチックごみの焼却量が増加傾向にあるため、

プラスチックごみの減量化・リサイクルを促進する必要があります。 
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■ 旧計画の基本方針３に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ EV・PHV の導入に係る助成制度により、エ

コカーの普及を促進 

 

▷ 生ごみ堆肥化容器等の購入に係る助成制度

により、廃棄物の発生抑制・資源化を推進 

 

▷ プラスチック製容器包装の分別収集・リサ

イクルにより、廃棄物の焼却に伴う温室効

果ガス排出量を削減 
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■ 都市圏（18市町村）における次世代自動車への乗り換え意向（住民アンケート結果）  
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〈基本方針４〉都市圏が誇る豊かな自然環境の保全と住民の生活の質の向上 

対策① 地下水保全の推進  

対策② 環境に配慮した農畜産業の推進  

対策③ 森づくりの推進  

 

 

これまでの取組 
 

対策① 地下水保全の推進 

➢ 雨水貯留施設の設置に係る助成 

対策② 環境に配慮した農畜産業の推進 

➢ 国の「環境保全型農業直接支払交付金」を活用した農家の取組支援 

対策③ 森づくりの推進 

➢ 森林整備事業による水源かん養林の維持管理及び吸収源の確保等 

 

 

今後の課題 
 

環境保全型農業に取り組む農家及び実施面積は微増しているものの、更なる取組拡大の余地が

あると考えられます。 

森林整備については、各市町村において森林整備計画等に基づく整備を計画的に実施してきま

したが、人口減少が進む中、森林の適正な管理を維持していくには、林業の人材確保や省人化・

省力化を図る必要があります。 

都市圏を特徴づける地下水、農地及び森林等を保全する取組は、自然環境の保全だけではなく、

温室効果ガス排出量の削減及び吸収量の増大にも寄与します。今後も引き続き、都市圏の自然環

境の保全をとおして、地球温暖化の防止を図る必要があります。 
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■ 旧計画の基本方針４に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 雨水貯留施設の設置に係る助成制度により

地下水の保全に貢献 

 

▷ 国の「環境保全型農業直接支払交付金」の活

用等による環境保全型農業の推進 
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〈基本方針５〉都市圏の未来に向けた環境意識の向上と環境投資の推進 

対策① 環境教育の推進  

対策② 炭素クレジットの活用促進  

対策③ 環境産業の育成  

 

これまでの取組 
 

対策① 環境教育の推進 

➢ 住民・こどもを対象とした出前講座・環境学習 

➢ 学校版環境及び環境イベント開催等 

対策② 炭素クレジットの活用促進 

➢ 山都町における町有林の J-クレジット化 

対策③ 環境産業の育成 

➢ 新技術・新商品開発助成 

➢ 熊本市グリーン/ブルーボンド等 

 

 

今後の課題 
 

環境教育については、新型コロナ感染症の影響により、出前講座及び環境学習等が開催できな

い時期がありました。今後は、SNSの活用や、民間事業者との連携等、より多くの住民・こども

たちを巻き込む意識啓発に取り組む必要があります。また、事業活動においては、脱炭素経営の

重要性が高まっており、事業者の脱炭素経営に対する理解促進を図り、排出量の見える化や、省

エネ対策・再エネ利用の実践に繋げる必要があります。 

炭素クレジットについては、J-クレジット化の認証手続きを市町村で共有し、都市圏内に波及

させる必要があります。また、森林由来以外の J-クレジットや、ブルーカーボン等、新たな炭素

クレジットの創出可能性についても検討していく必要があります。さらに、認証された炭素クレ

ジットの環境価値・経済価値を都市圏内で循環させる仕組みについても検討する必要があります。 

今後も引き続き、住民・事業者の脱炭素の意識向上を図るとともに、脱炭素の取組をとおして

産業の成長や資金循環を促していく必要があります。 

 

■ 旧計画の基本方針５に関する主な取組及び実績  

主な取組 実績 

▷ 出前講座及び環境学習等の開催により環境

保全に対する意識啓発を推進 

 

 

 


